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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ開始ターゲットを送出するようになったターゲット送出システムと、望ましい
プラズマ開始サイトを定める焦点を有するＥＵＶ光集光光学器械とを含むレーザ生成プラ
ズマ（ＬＰＰ）極紫外線（ＥＵＶ）光源制御システムであって、
　ターゲット追跡及びフィードバックシステム、
　を含み、
　前記ターゲット追跡及びフィードバックシステムは、
　ターゲットストリーム進路の画像を出力として供給する少なくとも１つの撮像装置と、
　望ましいプラズマ開始サイトと交差する望ましいストリーム進路からの前記ターゲット
ストリーム進路にほぼ垂直な少なくとも１つ軸線における該ターゲットストリーム進路の
位置の誤差を検出するストリーム進路誤差検出器と、
　を含み、
　更に、
　前記ターゲット進路に照準し、かつ前記ターゲット進路内の選択スポットを通るターゲ
ットの通過を検出する少なくとも１つのターゲット横断検出器と、
　駆動レーザ出力パルスが、前記ターゲット進路に沿って前記望ましいプラズマ開始サイ
トへのほぼその最も近い接近時に選択プラズマ開始サイトで前記プラズマ開始ターゲット
と交差するために、前記ターゲット横断検出器の出力を利用して駆動レーザトリガのタイ
ミングを判断する駆動レーザトリガ機構と、



(2) JP 4917014 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

　中間焦点に形成された開口を照らして前記少なくとも１つの撮像装置に該開口を撮像す
る中間焦点照明器と、
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのターゲット横断検出器は、少なくとも第１のターゲット横断検出
器及び第２のターゲット横断検出器である、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記ターゲット進路に照準し、それぞれのターゲットに対してプラズマ開始サイトの該
ターゲット進路に沿った位置を検出するプラズマ開始検出器、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの撮像装置は、少なくとも２つの撮像装置であり、各々が、該少な
くとも２つの撮像装置のそれぞれのものにおける画像の分析に基づいて、前記中間焦点の
画像の垂直中心軸からの前記ターゲット進路の分離に関連する誤差信号を供給する、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項５】
　ターゲット送出フィードバック及び制御システム、
　を更に含み、
　前記ターゲット送出フィードバック及び制御システムは、
　ターゲット送出ユニットと、
　少なくとも第１の撮像装置内の画像の分析から導出された第１の変位誤差信号に対応す
る軸線において、及び少なくとも第２の撮像装置内の画像の分析から導出された第２の変
位誤差信号に対応する軸線において前記ターゲット送出機構を変位させるターゲット送出
変位制御機構と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項４に記載の機器。
【請求項６】
　ＥＵＶ出力光エネルギ検出機構、
　を更に含み、
　前記ＥＵＶ出力光エネルギ検出機構は、
　前記中間焦点に到達するＥＵＶ光エネルギを測定するために配置され、各々がそれぞれ
の検出器によって検出したＥＵＶ光エネルギの量を表す出力信号を供給する複数のＥＵＶ
光エネルギ検出器と、
　各ＥＵＶ光エネルギ検出器の出力を受信し、かつ前記それぞれのＥＵＶ光エネルギ検出
器の前記出力信号のそれぞれの値の比較に基づいてＥＵＶ光エネルギ誤差信号を判断する
ＥＵＶ光エネルギ誤差信号発生器と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項５に記載の機器。
【請求項７】
　開始サイト誤差検出機構、
　を更に含み、
　前記開始サイト誤差検出機構は、
　画像データを供給する前記少なくとも２つの撮像装置の１つ、
　を含み、
　前記画像データから、前記少なくとも２つの撮像装置の前記それぞれのものにおける該
画像データの分析に基づく望ましいプラズマ開始サイトからの実際のプラズマ開始サイト
の第１の軸線における分離と、該それぞれの撮像装置における該画像の分析に基づく前記
中間焦点の前記画像の水平中心軸からの該プラズマ開始サイトの該第１の軸線と直交する
第２の軸線における分離とに関連する第１の誤差信号を判断することができる、
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　ことを特徴とする請求項６に記載の機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＥＵＶ集積回路リソグラフィに必要とされる電力レベルでの、その
ような用途に必要になる所要線量安定性及び他のパラメータを有するＥＵＶ光の生成に関
する。
　関連出願
　本出願は、代理人整理番号第２００３－０１２５－０１号の２００４年３月１７日出願
の「高繰返し数レーザ生成プラズマＥＵＶ光源」という名称の現在特許出願中の米国特許
出願出願番号第１０／８０３，５２６号及び代理人整理番号第２００３－００８３－０１
号の２００４年３月１０日出願の「ＥＵＶ光源用集光器」という名称の出願番号第１０／
７９８，７４０号の一部継続出願である代理人整理番号第２００４－００４４－０１号の
２００４年７月２７日出願の「ＥＵＶ光源」という名称の米国特許出願出願番号第１０／
９００，８３９号に対する優先権を主張するものであり、代理人整理番号第２００３－０
０９９－０１号の２００３年１２月１８日出願の「放電生成プラズマＥＵＶ光源」という
名称の出願番号第１０／７４２，２３３号、代理人整理番号第２００２－００３０－０１
号の２００３年４月８日出願の「極紫外線光源」という名称の出願番号第１０／４０９，
２５４号、及び代理人整理番号第２００２－０００７－０１号の２００２年７月３日出願
の「改良型パルス電力システムを有するプラズマ集束光源」という名称の出願番号第１０
／１８９，８２４号に関連しており、その全ては、本出願と共通の出願人に譲渡され、そ
の各々の開示内容は、本明細書において引用により組み込まれている。
【背景技術】
【０００２】
　先に引用した現在特許出願中の出願に説明されているように、毎秒１０，０００から２
０，０００パルスのＥＵＶ光又はそれよりも高い率で作動して、例えば移動ターゲット、
例えば質量制限液滴を用いるＥＵＶ光源の１つの態様は、ターゲットの位置及びタイミン
グ及び望ましいプラズマ開始サイトのそのそれぞれの到着を追跡する機能である。これは
、例えば、集光器及び望ましい開始サイトを収容するＥＵＶ光発生チャンバから、例えば
ＥＵＶ光の出口点でＥＵＶ光集光器によって中間焦点（ＩＦ）に画像化される３Ｄ空間内
のスポットを判断する段階を伴っている。また、先に引用した現在特許出願中の出願に説
明されているように、例えば、液滴発生及び照準システムを含む液滴送出システムは、液
滴が望ましいプラズマ開始サイトを構成するスポットを通じて投射されるか又はそのスポ
ットを通じて落下する（重力供給の場合）ように整列させる必要があり、このスポットは
、レーザ生成プラズマから発生したＥＵＶが、依然としてシステムの中間焦点、すなわち
、望ましいプラズマ開始サイト周りのいわゆる望ましいプラズマ開始領域に適度に集束さ
れることになる集光器の焦点及びこの焦点周りの小さな区域、例えば±１０μｍに対応す
るものである。同じく要求されるのは、レーザを発射して望ましいプラズマ開始サイトで
、すなわち、液滴が正確に望ましい開始サイトに到着した時点に駆動レーザビームをター
ゲット液滴と交差させることができることである。上述のように、望ましい開始サイトは
、例えば、直径約１０μｍから４０μｍの液滴に対して約１０μｍだけ、例えば、光源シ
ステムの中間焦点を含む第２の焦点を有する楕円集光ミラーの第１の焦点での集光器の正
確な焦点から僅かに変動する場合があり、かつ依然として適度な集光に十分なほど集束し
ていることが理解されるであろう。従って、追跡サブシステムの機能は、レーザ発射時期
を判断するだけではなく、望ましいプラズマ開始サイトでない場合にどの選択プラズマ開
始サイトにおいて真の焦点であるか、かつ一方で、ターゲット送出を望ましいプラズマ開
始サイトにもたらすために送出システムに必要な補正を判断することである。システムは
また、ターゲット液滴が望ましいプラズマ開始サイトに到着する進路上になく、従って、
中間焦点に到達するいかなるＥＵＶ光の有効な発生もないことになり、従って、望ましい
ＥＵＶプラズマ開始サイトと交差するために液滴が適正なターゲット進路に戻る間はレー
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ザを発射すべきではないと判断することができる。代替的に、ターゲットの位置決めが進
行中に適切なＥＵＶ光が集光されてなくても、レーザ発射の継続を許容することができる
であろう。
【０００３】
　「望ましいプラズマ開始サイト」は、本明細書で使用される場合に集光器の焦点である
が、集光器焦点から若干外れたいわゆる選択プラズマ開始サイトに駆動レーザビームの照
準が行われる集光器の焦点周りの一部の区域が、中間焦点での有効なＥＵＶ光量を発生す
るのに依然として有効である可能性がある（「望ましいプラズマ開始領域」）ことが理解
されるであろう。以下に定めるように、ｘ及びｙ平面の両方において満足できる距離誤差
を有する、集光器焦点上ではないが望ましいプラズマ開始領域内である「選択プラズマ開
始サイト」が発生する場合がある。選択プラズマ開始サイトが望ましいプラズマ開始領域
の外側にあってもレーザが引き続き発射されることになる場合、選択プラズマ開始サイト
は、望ましいプラズマ開始領域の外側にも発生すると考えられる。
【０００４】
　これらの機能を実行する態様は、先に引用した現在特許出願中の出願に説明されている
。本出願人は、これらの機能を達成するためのある一定の改良型機器及び方法を提案する
。
　本出願人は、本発明の実施形態の態様によりＥＵＶのＬＰＰ光源の作動をより良く有効
にするために、液滴位置にレーザビームを照準して適正な瞬間にレーザを発射し、ターゲ
ット、例えば、個々のＬｉ液滴ターゲットを３Ｄ空間の適正な位置に配置する独特な手法
を開発した。ターゲット、例えばターゲット液滴の照射により、例えば蒸発／溶発を通じ
てプラズマの形成を引き起こすのに十分に液滴が加熱され、レーザビーム内の光子によっ
て電子が除去されて、蒸発ターゲット金属原子のイオンがプラズマ内で形成され、その意
味では、ターゲットは、プラズマ開始サイトで着火されるが、着火する又は着火という意
味は、ターゲットに非常に強い熱及び／又は加熱又は励起を受けさせることを意味するの
に使用しており、一般的に、ＥＵＶ放射線を次に生成する得られるプラズマを形成するた
めにターゲットと交差してターゲットに着火する駆動レーザビームからの熱（エネルギ）
の付与による照射ターゲットからのプラズマの形成を一般的に意味している。先に引用し
た出願での着火という用語の使用は、上述の意味を有するものであることが理解されるで
あろう。着火に関する別の意味は、核融合を持続させるのに十分に高い温度までのプラズ
マの加熱である。このような温度は、恐らく本発明の態様によるプラズマ形成で達成され
るが、これには、本発明の態様によってそのように形成されたプラズマを、融合を誘発及
び／又は持続するのに十分なほど閉じ込める試みが一切伴っておらず、本発明の態様によ
るプラズマの着火の概念は、先に引用した出願で使用されるのと類似の意味を有するもの
である。本出願においては、同じ概念を「プラズマ開始」及び「プラズマ開始サイト」と
いう用語で表しており、これは、ターゲットの照射が、プラズマに「プラズマ開始」を形
成させることを意味しており、これは、何らかの「プラズマ開始サイト」で発生するか又
は発生することが望ましい。
【０００５】
　先に引用した現在特許出願中の出願に説明されているようなターゲットとして使用され
るリチウムは、恐らく、少なくとも幾らかの不純物を含むことになる。不純物のレベルが
百万分の１の範囲であっても、時間と共に、ＬＰＰのＥＵＶチャンバ内、例えば、集光器
光学器械及び／又は様々なチャンバウィンドウ上の不要かつ損傷を引き起こす堆積物を生
じる可能性がある。液体リチウムのＬＰＰターゲット液滴内に含有されたこれらの不純物
は、プラズマ開始後に、例えば集光器ミラー上に堆積することになる。これらの不純物の
多くは、例えばリチウム自体の堆積物を蒸発させるのに提案された、例えば４００℃から
５００℃の集光器温度よりも遥かに高い沸点を有するので、先に提案した蒸発技術を用い
てこれらの不純物を集光器から除去することがより困難である。本出願の出願人は、先に
提案したＬＰＰ及び／又はＤＰＰのＥＵＶチャンバ構成要素、例えば光学構成要素内でこ
の問題に対処する方法を提案するものである。
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【０００６】
　上記で引用した先の現在特許出願中の出願に説明されているように、集光器は、例えば
Ｌｉをその反射面から蒸発させてその反射率を維持するために高温（例えば、少なくとも
約４００℃から５００℃の範囲）で作動すべきである。本出願人は、所要の仕様、例えば
、高温の維持による集光器の歪の回避を満足することができる性能のために集光器の光学
器械にわたって安定して均一な温度範囲を維持するための機器及び方法を本出願において
提案する。
【０００７】
　１０６４ｎｍレーザ光が多くの場合に２倍にされたＬＰＰのＥＵＶ光源を駆動するため
の半導体レーザ、例えばＮｄ：ＹＡＧレーザの利用には、２倍、３倍などの周波数を用い
て、場合によっては第１調波発生（ＦＨＧ）及び第２調波発生（ＳＨＧ）時に生成される
波長が小さいほど高い変換効率を達成することが公知である。これは、励起及びその後の
放出により多くのソース原子が利用可能であるように、波長が短い高調波を有する高密度
プラズマ層へのアクセスに基づくものである。しかし、生成するレーザ調波がより高くな
る場合には、多くの部分（恐らく、ＳＨＧに対して３０％から５０％、ＦＨＧから２６６
ｎｍに対して８０％）は、それが非線形結晶に変換されないために失われる。
【０００８】
　本出願人はまた、本発明の実施形態の態様により、ＥＵＶ放射線に変換されたレーザエ
ネルギからのより高い変換効率を達成する方法を開発し、これは、初期密度スケール長の
極めて正確な制御を可能にし、それは、変換エネルギ出力比の改善に対してターゲット、
例えば液滴内へのエネルギのレーザ堆積の正確な最適化を可能にすることになる。
　Ｌｉ又は同様の元素を用いたＥＵＶのＬＰＰ光源用の集束光学器械の問題の１つは、Ｌ
ｉ又は他の元素によって引き起こされる汚染による光学器械の汚染及び劣化である。本出
願人は、本発明の実施形態の態様により、変換効率の改善を目指した斜入射光学器械又は
他のＥＵＶ放射線集光光学器械の利用を開発した。
　また、本発明の実施形態の態様の形式のシステムにおける問題は、例えば、ＥＵＶ光源
生成チャンバ内に駆動レーザビームを導入する際に組み合わせることができる集光器以外
の光学器械、例えばウィンドウ及び集束光学器械を保護する必要性に関するものであり、
これは、本出願で対処する。
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願出願番号第１０／８０３，５２６号
【特許文献２】米国特許出願出願番号第１０／７９８，７４０号
【特許文献３】米国特許出願出願番号第１０／９００，８３９号
【特許文献４】米国特許出願出願番号第１０／７４２，２３３号
【特許文献５】米国特許出願出願番号第１０／４０９，２５４号
【特許文献６】米国特許出願出願番号第１０／１８９，８２４号
【発明の開示】
【００１０】
　移動プラズマ形成ターゲットを送出するようになったターゲット送出システムと、望ま
しいプラズマ開始サイトを定める焦点を有するＥＵＶ光集光光学器械とを含むレーザ生成
プラズマ（ＬＰＰ）極紫外線（ＥＵＶ）光源制御システムを含むことができるＥＵＶ光生
成のための機器及び方法を開示し、レーザ生成プラズマ（ＬＰＰ）極紫外線（ＥＵＶ）光
源制御システムは、ターゲット追跡及びフィードバックシステムを含み、これは、少なく
とも１つの撮像装置、例えば、出力としてターゲットストリーム進路の画像を供給するデ
ジタルビデオ又は撮影カメラと、集光器の焦点及びＥＵＶ光出力においてプラズマ開始が
依然として満足できるレベルのＥＵＶ光を生成することができるその焦点付近の区域、例
えば楕円集光器ミラーシステム内の中間焦点を含むことができる、望ましいプラズマ開始
サイトからターゲットストリーム進路にほぼ垂直な少なくとも１つ軸線内でターゲットス
トリーム進路の位置の誤差を検出するストリーム進路誤差検出器とを含む。少なくとも１
つのターゲット横断検出器は、ターゲット進路に照準し、ターゲット進路内の選択スポッ
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トを通るターゲットの経路を検出することができる。駆動レーザトリガ機構は、ターゲッ
ト横断検出器の出力を利用し、駆動レーザ出力パルスが望ましいプラズマ開始領域内でタ
ーゲット進路に沿って選択プラズマ開始サイトでターゲットと交差するように駆動レーザ
トリガのタイミングを判断する。プラズマ形成検出器は、ターゲット進路に照準し、それ
ぞれのターゲットに対して実際のプラズマ開始サイトの位置、及び例えば駆動レーザビー
ムの焦点に相対する位置を検出することができる。中間焦点照明器は、中間焦点に形成さ
れた開口を照らし、開口を少なくとも１つの撮像装置内で撮像することができる。この少
なくとも１つの撮像装置は、少なくとも２つ撮像装置とすることができ、各々は、少なく
とも２つの撮像装置のそれぞれのものの画像の分析に基づいて集光器焦点での望ましいプ
ラズマ開始サイトからのターゲット進路の分離に関係する誤差信号を供給する。ターゲッ
ト送出フィードバック及び制御システムは、ターゲット送出ユニットと、少なくとも第１
の撮像装置内の画像の分析から導出された第１の変位誤差信号に対応する軸線において及
び少なくとも第２の撮像装置内の画像の分析から導出された第２の変位誤差信号に対応す
る軸線においてターゲット送出機構を変位させるターゲット送出変位制御機構とを含むこ
とができる。ＥＵＶ出力光エネルギ検出機構は、各々がそれぞれのＥＵＶ光エネルギ検出
器で検出したＥＵＶ光エネルギの量を表す出力信号を供給する、プラズマ開始サイトから
始まるＥＵＶ光エネルギを測定するように配置された複数のＥＵＶ光エネルギ検出器と、
各ＥＵＶ光エネルギ検出器の出力を受信し、それぞれのＥＵＶ光エネルギ検出器の出力信
号のそれぞれの値の比較に基づいてＥＵＶ光エネルギ誤差信号を判断するＥＵＶ光エネル
ギ誤差信号発生器とを含むことができる。レーザ照射タイミング誤差検出機構は、少なく
ともプラズマ開始時のターゲット液滴位置に相対するレーザビームの位置決め誤差のタイ
ミング係数を判断するためのＥＵＶ光エネルギ誤差信号の使用を含むことができる。プラ
ズマ生成極紫外線（ＥＵＶ）光源集光器は、プラズマ開始チャンバと、集光器焦点を有す
る集光器形状の形態である、プラズマ開始チャンバ内のシェルとを含むことができ、シェ
ルは、多層反射体から離れて作動熱を担持し、かつ集光器焦点から反対側のシェルの側面
上でシェルの表面から熱を放射するのに十分な大きさ及び熱質量を有している。シェルの
材料は、炭化珪素、シリコン、「Ｚｅｒｏｄｕｒ」又は「ＵＬＥ」ガラス、アルミニウム
、ベリリウム、モリブデン、銅、及びニッケルを含む群から選択することができる。シェ
ルの隣接面から放射された熱を吸収する、焦点から反対側のシェルの側面上にあるシェル
に隣接する放熱板を設けることができる。レーザ生成プラズマ（ＬＰＰ）極紫外線（ＥＵ
Ｖ）光源は、駆動レーザ出力パルスビームを生成する駆動レーザと、駆動レーザ出力パル
スビーム誘導システムと、焦点を有するＥＵＶ光集光器とを有することができ、かつ集光
器焦点の周辺の選択位置に出力レーザパルスビームを集束させるように作動する、ビーム
誘導システムと集光器焦点の中間にあるビーム集束システムを含むことができる。ビーム
集束システムは、集束レンズと、集束レンズと集光器焦点の中間にあって集束レンズとの
中間に集束レンズ焦点を有する反射集束要素とを含むことができ、反射集束要素は、ビー
ムを選択位置に集束させるものである。このようなシステムにおける光学要素デブリの緩
和をもたらすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施形態の態様により、本出願人は、例えばプラズマ形成／ＥＵＶ光源チャン
バ６４（図１には図示せず）におけるターゲット、例えば質量を制限することができる液
体金属、例えばリチウムの移動液滴（図２に示すように２０）に向けられたＥＵＶプラズ
マ開始駆動レーザ及びプレパルスレーザの位置、照準、及び集束の能動制御の態様が可能
な図１に概略的に示すＥＵＶ光源システム１０の各部分を提案する。
【００１２】
　本発明の実施形態の態様による一部の一般要件には、本出願人が目下プラズマ生成ＥＵ
Ｖ光の集光の約５πｓｒの立体角の必要性を企図している、可能な限り多くのＥＵＶ光を
ＬＰＰから集光する必要性が含まれる。更に、中間焦点４２（ＩＦ）での受光に向けた正
しい立体角、例えば約０．０３８ｓｒの必要性と共に、集光器に対して適合角度をもたら
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すことを企図している。集光器４０に対する幾何学形状として楕円の使用を目下企図して
おり、この形状は、プラズマ形成点からの作用距離と関連付けることができ、例えば、選
択プラズマ開始サイトにおいて、例えば集光器４０の焦点３２、集光器４０の直径Ｄ、又
はＬＰＰの望ましいプラズマ開始サイトとＩＦの間の選択距離、又はその組合せである。
例えば、主集光器４０にこのような楕円設計を用いると、作用距離を、例えば２０ｍｍと
することができ、外径は、例えば受光角によって駆動することができ、５ｓｒ集光角度／
２００ｍｍ作用距離の場合、これは、例えばこのような例示的な０３８ｓｒ受光角に対し
ては、例えば６２２ｍｍの基板ＯＤの必要性を意味する場合がある。また、熱的及びオプ
トメカニカル的設計に関する考察事項をより容易にするモノリシック基板を使用した単一
のシェル設計を現在企図しているが、概念試験以外に関しては、より複雑な構成及び外径
形状が必要であると考えられる。
【００１３】
　ここで図１及び図２を参照すると、本発明の実施形態の態様が示されている。本出願人
は、レーザ生成プラズマ（ＬＰＰ）極紫外線（ＥＵＶ）光源のターゲット、例えば、１０
０００から２００００／秒の速度又はそれよりも大きい速度で、例えば約２０ｍ／ｓｅｃ
の速度で移動し、直径が約１０μｍ又は場合によってはそれよりも大きい、例えば約４０
μｍの大きさの液体リチウムの液滴２０を、ターゲット２０の直径未満の精度で追跡し、
選択開始サイト３０で（例えば、ターゲット液滴２０の進路上で実際の望ましい開始サイ
トの近く、例えば集光器ミラー４０の焦点３２で、特定の時間に駆動レーザ５０（図示せ
ず）を発射させるために）駆動レーザビーム５２を生成し、約５０ｎｓから１００ｎｓの
タイミング許容誤差で選択開始サイトでターゲット液滴２０と交差するようにその位置を
特定するように計算することができるシステムを提案する。望ましいプラズマ開始サイト
は、集光器の焦点３２に対応するが、例えば集光器焦点周りの約１０μｍの半径の範囲（
望ましいプラズマ開始領域）内のある程度の誤差によって依然として中間焦点４２で有効
量のＥＵＶ光が生成される場合があることが理解されるであろう。従って、最終的には、
望ましいプラズマ開始サイト３２で、すなわち、集光器４０の焦点になるような選択プラ
ズマ開始サイトで、ターゲットの進路及び駆動レーザビームの位置決めを同時に補正する
と共に、レーザビームを望ましいプラズマ開始サイトではなくこの満足できる位置決め誤
差領域、すなわち、望ましいプラズマ開始領域内である選択プラズマ開始サイトに照準す
るためのシステム１０を構成することができる。ターゲット進路に、望ましいプラズマ開
始領域内のプラズマ開始を可能にしないほどどの軸線においても十分な誤差がある場合、
システム１０は、この状態がシステム１０によって補正されるまでレーザのトリガを阻止
するか、又は選択プラズマ開始サイトを望ましいプラズマ開始領域内、最終的には望まし
いプラズマ開始サイトに配置するようにターゲット進路及びレーザ照準を移動させながら
、望ましいターゲット開始領域の外側にある選択プラズマ開始サイトでのレーザの連続発
射を可能にすることができることが理解されるであろう。
【００１４】
　これらの要件を達成するために、本出願人は、撮像器具、例えばデジタルビデオ又は撮
影器具、例えば２台の撮像装置６０、６２を設けることを提案するものであり、この２台
の撮像装置は、カメラ視野での各ピクセルの映像強度を表すデジタル出力を有するデジタ
ルカメラとすることができ、例えば、グレースケールで０と２５６の間である。カメラ６
０、６２は、ＣＣＤカメラとすることができる。カメラ６０、６２は、現在のビデオカメ
ラでは一般的であるフレーム率、例えば３０フレーム／秒を有することができるが、本発
明の別の態様により、他のフレーム率も利用することができる。カメラ６０、６２は、図
２に示すように、例えばターゲット送出システム８０出口８２で解放点からターゲット液
滴２０の飛行線（例えば、図３に示すターゲット送出ストリーム９２）と交差する２つの
面を成す例えば円筒形レンズ（図示せず）を使用してピントを合わせることができ、又は
他の方法でカメラ撮影をすることができる。２つのカメラ６０、６２の各々は、例えば液
滴２０の進路に沿って送出システム８０から選択開始サイト３０まで見るために視野内に
望ましいプラズマ開始サイト３２を含めて配置し、例えば、互いに対して９０°で配向し
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てターゲット送出システム８０から望ましいプラズマ開始サイト３２周りの望ましいプラ
ズマ開始領域まで、それぞれのターゲット進路９２にほぼ直交するそれぞれｘ軸及びｙ軸
においてそれぞれのターゲット進路９２の位置を検出することができる。
【００１５】
　これを図３により詳細に示しており、それぞれのカメラ、例えばカメラ６０の視野には
、ターゲットストリーム９２（望ましいプラズマ開始サイト３２の上方）及び望ましいプ
ラズマ開始サイト３２の下方にある９２’の画像が含まれ、これらのターゲットストリー
ムの各々は、ストリーム９２の方が、液滴２０の一部によるプラズマ形成前には液滴２０
によるプラズマ形成後のストリーム９２’よりも液滴２０が多いために、強度（例えば、
灰色の濃さ）が若干異なる場合がある。
【００１６】
　上方及び下方、水平方向及び垂直方向という用語は、本出願では例示用に限り使用され
ており、目的例証に限って図面で示す方向と一致することが理解されるであろう。方向及
び方位は、実際の作業では異なる場合があり、例えば液滴の方向付けは、ストリームが「
垂直方向」でなくてもよい純粋な重力供給の利用とは対照的に、ターゲット供給８２時に
速度を液滴２０に与えて望ましいプラズマ開始サイト３２でターゲット２０を照射するこ
とにより、望ましいプラズマ開始サイト３２に行うことができる。また、円又は楕円９０
として示すカメラ６０の中間焦点の視野内の画像を図３の概略図に示している。図３に示
すように、ストリーム９２、９２’は、望ましいプラズマ開始サイト３２の通過からそれ
ぞれの水平軸において若干ずれている場合があり、それぞれのカメラ６０、６２の画像デ
ータからのその検出及び定量化を利用すると、ターゲット送出システムを方向付けてター
ゲット送出ストリーム９２を再方向付けすることができ、また、その検出及び定量化を利
用すると、液滴２０の実際の飛行進路に従って、かつその進路が集光器４０の焦点にある
望ましいプラズマ開始サイト３２周りの望ましいプラズマ開始領域を通るか否かを問わず
、照射液滴２０になるべき次のものに対して選択プラズマ開始サイトに駆動レーザを向け
ることができることが分る。同様に、第２の軸線、例えばｘ軸におけるストリーム進路９
２の制御に第２のカメラ６２の画像を使用すると、選択開始サイト３０を例えば楕円集光
器ミラー４０の焦点と一致する望ましい開始サイト３２に移動させることにより、選択プ
ラズマ開始サイト３０でターゲット照射によって生成されたＥＵＶの楕円集光器ミラー４
０からの反射を楕円集光器４０ミラーシステムの第２の焦点にあるＩＦに集束させて選択
プラズマ開始サイト３０を望ましいプラズマ開始サイト３２に移動可能であるようにする
ことができることが理解されるであろう。
【００１７】
　また、図３には、ターゲット送出システム８０と望ましいプラズマ開始サイト３２との
中間にあるターゲット進路９２内の選択位置を通過時に液滴２０を照らすための一対の連
続波、例えばＨｅＮｅレーザの利用を示している。ＨｅＮｅレーザからのレーザビーム１
０８を例えば円筒形レンズ１０４、１０６によって選択面に確実に集束させることができ
、それぞれ、例えば集束レンズ１１０、１１２を通じて、例えば光検出器１２０、１２２
により、まずレーザ１００からのビーム、次にレーザ１０２からのビームとの液滴２０の
交差を検出することができる。このようにして、それぞれの液滴交差点９４及び９４’を
示す連続的な閃光をそれぞれ検出器１２０及び１２２による光の閃光として検出すること
ができる。例えば、レーザ１１０及び１０２が集束する分離距離は、例えば、異なる液滴
２０の液滴交差を区別するように適切に時間調節された液滴２０の分離又は検出回路に等
しいものとすることができることが理解されるであろう。また、公知又は実験的に判断さ
れた液滴速度を想定すれば、それぞれの駆動レーザ発射の時間調節のためにそれぞれの液
滴２０の選択プラズマ開始サイト到着タイミングを判断するには、レーザ１つ、例えばレ
ーザ１００と検出器１２０１つがありさえすればよいことが理解されるであろう。
【００１８】
　カメラ６２の他方は、第１のカメラ６０に垂直な平面に配向された視界を有することが
できる。従って、２つのカメラ６０、６２を使用すると、移動ターゲット液滴９０の位置
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を３次元で三角測量することができる。２つのカメラ６０、６２の各々は、その視界内に
、ＣＣＤカメラ画像上に楕円９０によって表された集光器ミラー４０によって作り出され
た中間焦点の画像を有することができる。この楕円９０の中心は、望ましいプラズマ開始
サイト３２、すなわち、理想的にはプラズマ開始が発生すべきである場所、すなわち、集
光器ミラー４０の焦点３２と一致すると考えることができる。例えば、３０フレーム／秒
で機能するカメラ６０、６２では、これは、液滴速度及び液滴繰返し数、例えば１０，０
００／秒から１００，０００／秒と比較すると比較的遅い速度であり、カメラ６０、６２
では、上述の液滴２０は、図３に示すように一続きのストリームに見えることになる。
【００１９】
　液滴ストリーム９２上でのこれらのレーザ１００、１０２のアラインメントは、２つの
ＣＣＤカメラ６０、６２を用いて行うことができ、例えば、ＨｅＮｅレーザ光が正しくス
トリーム９２上に照らされた時に、カメラ６０、６２では、ストリーム９２の中心に位置
する明るい点がストリーム９２上に見える。それぞれのレーザ１００、１０２からのレー
ザビームが若干ずれていた時、この明るい点９４、９４’もずれることになる。
【００２０】
　２つの光検出器１２０、１２２は、各々、例えば液滴２０から反射されたそれぞれのレ
ーザ１００、１０２からの光を、それらがこれらの２つのＨｅＮｅレーザ１００、１０２
の例えば確実に集束させたビームを通過する時に見るのに使用することができる。これら
の検出器１２０、１２２の各々は、次に、対応するＨｅＮｅレーザ１００、１０２のそれ
ぞれのタイミング点９４、９４’を液滴２０が通過する度にパルスを生成することができ
る。また、これらの検出器は、フィルタ及びそれぞれ閃光における点９４、９４’の区別
を助けるために異なる波長で作動するレーザ１００、１０２を有することができる。次に
、これらの光検出器１２０、１２２によって生成されたパルスを用いると、例えば、液滴
２０の速度及びストリーム９２沿いにある選択プラズマ開始サイト３０への予想到着タイ
ミングを計算することができる。次に、例えば、まだ望ましいプラズマ開始領域内にある
例えばストリーム９２沿いの選択プラズマ開始サイト３０に照準して、選択プラズマ開始
サイト３０への液滴の計算到着時間に選択プラズマ開始サイト３０で液滴２０と交差する
ようにレーザ５０を発射することができる。
【００２１】
　次に、駆動レーザ５０からのレーザビームパルス５２内のエネルギの液滴２０による吸
収のために選択プラズマ開始サイト３０で液滴ターゲット２０の照射によって作り出され
たプラズマは、カメラ６０、６２のＣＣＤ画像上の明るいプラズマ開始画像スポット９６
として見える。適切なフィルタを使用すると、ＣＣＤカメラ６０、６２上のこのプラズマ
開始画像スポット９６の強度を調節することができる。このプラズマ開始画像スポット９
４は、駆動ビームレーザビーム５２がターゲット液滴２０上に集束した場所を示すものと
することができる。
【００２２】
　駆動レーザビーム５２の水平方向アラインメントは、例えば駆動レーザビーム５２プラ
ズマ形成面（レーザビーム５２のプラズマ形成面の選択によって影響される作動パラメー
タ要件に従ってレーザビーム５２の焦点面の前又は焦点面の後になるように選択すること
ができる）を照準し、例えば望ましいプラズマ開始領域内の選択プラズマ開始サイト３０
の水平面内で行うことができる。選択開始サイト３０でのこの明るい点は、その中心位置
を液滴２０のストリーム９２の真ん中とすることができる。例示を目的としてここでもま
た水平方向及び垂直方向は例示用にすぎず、かつ図面の矢視と一致することを認識すると
、水平面は、ターゲット液滴２０供給から望ましいプラズマ開始サイト３０に向けてター
ゲット移動方向にほぼ直交する座標系のｘ軸とｙ軸を含むと考えることができ、一方、ｚ
軸は、この進行方向に整列し、いかなる場合でも水平面と直交する。本発明の実施形態の
態様では、駆動レーザ５２を全ての液滴２０に照準することはできないので、ここでもま
た、選択ターゲット点３０の下流側にも液滴２０のストリーム９２’がある場合がある。
駆動レーザ５２のこの垂直方向アラインメントが、あらゆる所定のｘ－ｙ軸に対して、例
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えばＩＦ画像楕円／円９０の真ん中、すなわち、水平軸に明るい点９４を配置することに
よって行われると、集光器ミラー４０の焦点での望ましい開始サイト３２に対する選択タ
ーゲット点３０の位置の誤差は、液滴２０がストリーム９２の経路沿いにかつ望ましいプ
ラズマ開始サイト３２周りの望ましいプラズマ開始領域内で望ましい開始サイト３２に接
近することになる最も近い点になることになる。
【００２３】
　フィードバック制御ループを用いると、選択ターゲット点３０を望ましいプラズマ開始
サイト３０に移動させるために、例えばターゲット送出システム８０の水平面のｘ軸及び
ｙ軸での水平平行移動によって２つのカメラ６０、６２の各々を中間焦点開口の想像上の
中心軸に中心配置するように、例えば２つのカメラ６０、６２によってそれぞれ見える２
つのストリーム９２を辿ることができる。すなわち、撮像されたストリーム９２をｘ－ｙ
面で移動させて各々が望ましいプラズマ開始サイト３２としかも同時に交差するために、
本発明のシステムは、レーザ照準点を移動させて、例えばストリーム９２の画像沿いの選
択プラズマ開始サイトでストリームと交差して選択プラズマ開始サイトで液滴と交差させ
ることができる。
【００２４】
　駆動レーザ５０発射時間のより正確なタイミング調整を行うと、例えば各プラズマ形成
で生成されたＥＵＶ電力を最適化するフィードバックループにより、例えばターゲット液
滴２０の照射の最大化に対して、ターゲット液滴２０が完全にビーム内にある状態で駆動
レーザ５０からの駆動レーザ５２内のパルスの到着を選択（かつ最終的に望ましい）開始
サイト３０、３２に配置することができる。ディザリング技術を用いて、例えば最大ＥＵ
Ｖプラズマ出力に集まるように、例えばトリガ信号タイミングをディザリング処理するこ
とができる。例えば、望ましいプラズマ開始サイト３２周りの一平面において、望ましい
プラズマ開始サイト３２を取り囲み、スポットでのＥＵＶ放射線の均衡を測定するＥＵＶ
検出器の使用も、例えばプラズマ開始サイト３０、３２に向う液滴ストリーム経路９２に
沿ったターゲット液滴の進行にレーザ発射タイミング（トリガ信号タイミング）を合わせ
る際に入力に対して可能である。
【００２５】
　正確なレーザタイミング調整及び水平アラインメントを対象とした代替的な又は補足的
手法では、例えば集光器ミラー４０の外側に配置された４つのＥＵＶ検出器１５４を使用
することができる。本発明のこの実施形態の態様では、例えばレーザビームが選択／望ま
しいプラズマ開始サイトに対して水平方向及び垂直方向に整列かつ正確に時間調節される
時、４つの検出器１５４の全てからの信号は、同じものになり、レーザビーム５２とのタ
ーゲット液滴全体の交差が発生していることを示し、従って適正に時間調節される。駆動
レーザ５０又は複数の駆動レーザ５０のそれぞれのトリガ時期を判断する際に、図３Ａに
関するより詳細な説明に従ってこれらの検出器の出力を利用すると、ターゲット液滴２０
の照射を最適化することができる。
【００２６】
　ここで図３Ａを参照すると、本発明の実施形態の態様による例示的方法によるシステム
１５０が概略ブロック図で示されている。システム１５０は、例えば他のカメラ、例えば
カメラ６２の画像から独立してカメラ６０からの画像を処理することができる、入力を画
像処理モジュール１５２にデジタル形式で供給するカメラ６０、６２を含むことができる
。
　画像処理モジュール１５２は、ＨｅＮｅ強度を例えばＨｅＮｅポインティング制御モジ
ュール１７０に供給することができ、ＨｅＮｅポインティング制御モジュール１７０は、
それぞれのＨｅＮｅレーザ１０２、１０４を水平方向に移動させてフィードバック制御で
カメラ画像内で検出された閃光の強度を最大化し、例えばＨｅＮｅレーザをストリーム９
２に適正に向けることができる。
【００２７】
　画像処理モジュール１５２はまた、例えば実際のプラズマ開始サイト３２とＩＦ開口画
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像の中心の間に、例えば想像上の水平及び／又は垂直面に位置誤差信号を各カメラ画像に
対して光源レーザ制御モジュール１７２に供給することができる。光源レーザ制御モジュ
ールは、それぞれカメラ６０とカメラ６２からのこの情報を例えばｙ軸及びｚ軸における
光源レーザ照準制御に利用することができる。
【００２８】
　画像処理モジュール１５２は、ｘ軸とｙ軸の各々におけるＩＦ開口画像の想像上の垂直
方向の中心線に対して、それぞれ、一方はカメラ６０、他方はカメラ６２の画像から示す
ように、すなわち、望ましいプラズマ開始サイト３２を通じて例えばそれぞれのカメラ６
０、６２のストリーム経路９２間の誤差を示す液滴ストリーム誤差信号も供給することが
できる。次に、これを液滴制御モジュール１７４が利用し、ｘ軸、ｙ軸フィードバック制
御信号をターゲット送出システム８０に生成することができる。
【００２９】
　光検出器１２０、１２２の出力を利用すると、入力信号をレーザトリガ制御モジュール
１５４に供給することができる。レーザトリガ制御モジュール１５４は、選択開始サイト
３０の方に経路９２に沿って、かつ経路９２に沿って、上述のように例えば可能な限り望
ましいプラズマ開始サイト３２の近傍になるように、液滴２０速度を示すものとしてそれ
ぞれ検出器１２０及び１２２からの検出閃光間のタイミングを利用することができる。次
に、これを利用すると、光源レーザ５０を発射して液滴２０が望ましいプラズマ開始サイ
ト３２周りの望ましいプラズマ開始領域内の選択プラズマ開始サイト３０に到着すると同
時に経路９２沿いの選択プラズマ開始サイト３０へのレーザビームパルス５２到着のタイ
ミングを取るために、トリガ信号をソース駆動レーザ制御モジュール１８０に対して生成
することができる。
【００３０】
　ＥＵＶ光源機器及び方法の態様としては、とりわけ、光学的設計、オプトメカニカル設
計、熱エンジニアリング、基板選択及び作製、多層反射コーティング開発及び作製がある
。上述の現在特許出願中の出願で説明するように、例えば駆動レーザを用いて生成したプ
ラズマからの生成ＥＵＶ放射線の集光に対して、例えば集光器４０の入射ＥＵＶ反射ミラ
ーの近直角角度を形成するミラー多層反射スタックの反射特性を維持するために、例えば
液体リチウムターゲットシステム内のリチウムを蒸発させることを目的として約４００℃
から５００℃の間の温度でＥＵＶ生成チャンバ６４の内側で集光器ミラーを作動させるこ
とが現在企図されている。近直角入射角としては、入射ＥＵＶ放射線とミラー面に対する
法線との間の０°から４５°の角度が含まれ、このミラー面に対しては、例えば数十層か
ら１００層ほどのスタックによって形成された多層反射コーティングが、例えば１３．５
ｎｍのＥＵＶ波長での光の反射を可能にし、一方で未被覆材料から成るか又は僅かに例え
ば２層の反射コーティングを有する反射面を使用するとＥＵＶ波長の光を反射することが
できるが、当業者は、波長、反射材料、及びコーティングなどによっては約７０°から９
０°までと理解されるいわゆる入射グレージング角に限られることを理解するであろう。
【００３１】
　例えばＥＵＶ光生成器１０から利用ツール、例えばＥＵＶ集積回路リソグラフィツール
内へのエントリ点を含み、例えば楕円の一方の焦点に焦点が望ましいプラズマ開始サイト
３２を、かつ楕円の他方の焦点に集光器ミラー４０の中間焦点４２を有する単純な楕円ミ
ラーを含む集光器ミラー４０に対するいくつかの企図された設計が存在する。この設計で
は、とりわけ、駆動レーザ照射幾何学形状及び実際に使用される技術を考慮すると、プラ
ズマが光子に入る方向を含むいくつかの要素によっては、プラズマから放出された光子の
かなりの部分を集光することはできない場合がある。別の可能性としては、球形一次集光
器ミラー又はグレージング入射二次集束ミラーを有する楕円一次集光ミラーがある。
　集光器光学器械にどれが選択されるかに関係なく、同じく先に引用した現在特許出願中
の出願で説明したように、ＥＵＶプラズマ形成容器／チャンバ６４内で生成されたデブリ
から光学器械を保護するために何らかの準備を設ける必要があることになる。
【００３２】
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　本出願人は、本出願において本発明の実施形態の態様を説明するものであり、これらの
態様は、例示する上で便宜上例示的な集光器形状を想定し、すなわち、例えば．０３から
．２０ｓｒのＩＦに対する立体角、４５ｃｍの最大集光器ミラー４０外径（ＯＤ）、２５
ｃｍの最小集光器４０ＯＤ、及び５πｓｒから２πｓｒの集光角度を有する球形一次集光
器ミラー４０を参照して説明する。最終的にどの集光器形状が選択されたかに関係なく、
集光器光学器械（ミラー４０及び他の考えられる要素）は、作動温度で形状を維持すべき
である。また、例示上、これを４００℃から５００℃又はそれよりも高い、例えば最大約
７００℃までの範囲になるように選択する。球形形状を選択すると、多少は本発明で言及
する例示的計算が単純になるが、本出願で挙げた原理は、楕円又は他の例えば双曲線及び
他の円錐幾何学形状にも適用可能である。表１は、例えばＥＵＶ光源チャンバ集光器４０
の例示的な熱管理システムの設計に関係する他の例示的な要素及び仮定事項を含む。
【００３３】
（表１）
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【００３４】
（表２）

【００３５】
　集光器４０本体２２０の材料選択は、超高真空（ＵＨＶ）適合性、５００℃を超える温
度での有用性、良好な熱安定性、高い伝導率、低い熱膨張率、高い強度、特に高い作業温
度での良好な寸法安定性、及び例えば直角又はグレージング入射角反射に対して極めて高
品質の面形状精度及び仕上げに研磨する機能の配慮が伴っている。このようなものとして
は、例えば高空間周波数粗面化装置（ＨＳＦＲ）を用いた高品質の面形状精度及び仕上げ
、例えば４Åの取得を含むことができる。また、他の材料に結合する機能も重要である可
能性がある。表２は、一部の材料及び例示的特性を示している。
【００３６】
　直角入射角反射を対象とした多層反射コーティングスタックに関しては、以下の考察事
項、すなわち、Ｌｉを用いたＬＰＰに必要される高温安定性、高温での多層の層間拡散、
高温での反射率劣化、Ｌｉ及びＬｉ化合物への露光の影響、高エネルギＬｉ粒子衝突又は
他の材料、例えば高エネルギイオン及び他のデブリからのスパッタリング、多層へのＬｉ
の移植及び拡散、障壁としてのキャップ層の選択、ミラー表面上の他の汚染物質、及びチ
ャンバ内側の他の汚染物質からの他の材料のスパッタリングを考慮すべきである。
【００３７】
　本発明の実施形態の態様によれば、本発明は、例えばＥＵＶプラズマ開始サイト３２か
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ら反射多層反射コーティングで構成された集光器４０反射面まで２００ｍｍの作業距離を
有することができる楕円一次集光器４０を含むことができる光学的設計を含むことを当業
者は理解するであろう。集光器４０の外径の大きさは、例えば５ｓｒ集光角度／２００ｍ
ｍ作業距離に対して例えば集光及び受光角度によって駆動することができ、約６２２ｍｍ
の基板外径が、例えば．０３８ｓｒ受光角度に対して必要になる可能性があると考えられ
る。
【００３８】
　より複雑になる場合がある効率改善及びトレードオフ、及び例えば複雑性が増す場合が
ある補助集光器の設計を含むことなく、本発明の実施形態の態様により単一シェル設計を
考えると、本発明は、例えばモノリシック基板を利用するように考えることができる。
　これは、評価する目的に対して、例えば表２の先に引用した材料を、例えばＳｉＣ又は
Ｎｉ又は他の材料、例えばＭＯ、Ｂｅ、及びＳｉと共に利用するより容易な熱及びオプト
メカニカル設計を可能にすることができる。
【００３９】
　本発明の実施形態の態様によると、図５に示すように、ＥＵＶ光を第２又は「中間」焦
点４２に集光しかつ再方向付けすることができる光学シェル２２０を提供する。シェル２
２０は、例えば大きな熱質量を有するように構成することができる適切な材料で作ること
ができる。熱質量は、所定の材料の構造体の熱容量及び伝導率の両方の関数である。熱容
量は、異なる種類の材料がどれだけの熱を保持することができるかの尺度である。所定の
材料の所定の構造的要素に対して、材料密度ｘ全厚ｘ比熱によって熱容量を求める。比熱
は、材料が質量単位当たりに保持することができる熱である。例えば大型の重量材料の場
合、表面を加熱するには相当量の熱が必要であろう。これは、エネルギの大部分が実際に
材料内により深く吸収されてより広い容積にわたって分布されるからである。表面に入射
するエネルギの多くに対して、この吸収は、全幅に伝わって温度上昇として内面に出現す
るまで続くことができる。この伝導過程は、相当量の時間が掛かる場合がある。片面の表
面に入射するエネルギが変動した場合、それによって材料の中を流れる温度の「波」を発
生させる可能性がある。
【００４０】
　適切な材料としては、以下に限定されるものではないが、炭化珪素、シリコン、「Ｚｅ
ｒｏｄｕｒ」又は「ＵＬＥ」ガラス、アルミニウム、ベリリウム、モリブデン、銅、及び
ニッケルを含むことができる。
　集光シェル２２０は、レーザ生成プラズマからの熱流束に露出される恐れがあり、その
結果、表１で先に引用したものなどの放射性熱負荷が発生する。このような熱負荷は、シ
ェル２２０の熱質量と組み合わされると、シェル２２０の定常状態温度になり、例えば集
光器４０の反射面からのソース元素（Ｌｉ）デブリを蒸発させるのに必要とされる作動温
度よりも小さい場合がある。これがそうである理由は、温度と組み合わせた光学器械４０
の放熱面の放射率が、レーザ生成プラズマによって堆積されるよりも大きい熱エネルギを
放射する機能をもたらすことができるからである。
【００４１】
　次に、光学器械４０の所要作動温度を維持する付加的な熱流束を、例えば補助放射加熱
器２３０によって設ける必要がある場合がある。これらの放射加熱器２３０を集光器４０
の本体２２０の前又は後で適切な位置に配置することができ、集光器４０上で又は集光器
４０表面のある一定の区域で、例えば方向付け放射線量を調節する必要性に対応するよう
に方向制御機構（図示せず）を用いて方向線機能を有する必要がある場合もある。現在、
本出願人は、集光器本体２２０上で約５００℃の定常状態温度を維持するには約５ｋＷ又
はそれ未満の電力ではないかと考えている。また、２℃以内又はそれを越える温度均一性
を維持する機能を現在企図している。
【００４２】
　集光器４０の望ましい作動温度の制御を維持するために、冷却装置２３２を含むことが
できる冷却システム２５０も必要であると考えられる。この冷却装置２３２は、例えば集



(15) JP 4917014 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

光器４０の集光器本体２２０の後部側からの放射熱を吸収するのに利用することができる
。この冷却装置２３２は、集光器４０の集光器本体２２０の後部面２３４の後部にある単
純な開放ループ冷間表面とすることができ、かつ例えばヘリウム又は水などで気体又は液
体冷却式としてかつ何らかの公称温度で維持することができることが可能である。電力レ
ベルが十分に低い場合、例えば冷却装置２３２用熱交換器（図示せず）からの例えば液体
又は気体冷媒の必要なく全く放射性とすることができることが可能になるように現在企図
されている。次に、集光器４０の集光器本体２２０の後部面２３４の放射率を必要に応じ
て高く（１に近い）又は低くなるように設計によって修正することができる。集光器４０
の幾何学形状に対して行う設計上の選択は、例えば、この冷却システム２５０の詳細に相
当の影響を与える可能性がある。しかし、基本的な概念は、集光器４０の本体２２０が、
重要な表面上の実際に達成可能な放射率値で入射熱負荷を再放射するのに十分に大きいと
仮定して、多くの設計変更に適応させることができる。
【００４３】
　また、ＬＰＰプラズマ形成時の又はそれからのプラズマ放射は、不均一であることが本
出願人によって理解されている。本出願人は、現在、放射が等方的分布ではなく、余弦又
は同様の分布の形であると考えている。本出願人はまた、現在、熱放射エネルギ分布も非
等方的であり、場合によっては光放出の形状、例えば上述のように余弦であると理解して
いる。このような非等方性分布は、例えば、集光器４０、及び例えばより詳細には集光器
本体２２０及び集光器４０反射光学面を差別的に加熱する可能性があり、これは、例えば
集光器４０の光学器械上に温度関連の変形又は面形状精度誤差をもたらす可能性がある。
反射光学面にわたって大幅な温度変化が発生すると、集光器４０光学器械の投射に及び／
又は例えば光を利用するツールに焦点誤差が発生する可能性がある。本出願人は、集光器
４０を例えばゾーン型加熱器で差別的に加熱することによって反射光学器械にわたる温度
変化を補正しかつ管理することにより、この問題を解決することを提案する。このような
加熱器は、例えば、集光器の反射光学器械の個別の区域に対して異なる熱量を放射するよ
うに差別的に電力供給及び制御することができる。すなわち、熱に誘発された変形によっ
て集光器４０光学面上で面形状精度誤差の差別的分布が発生した場合、これらは、適切な
加熱器アレイで集光器４０を差別的に加熱することによって補正することができる。
【００４４】
　図５Ａには、本発明の実施形態の態様による例示的加熱器アレイ及び集光器冷却システ
ム２５０を例示的かつ概略的に示している。図５Ａによる実施形態は、必要に応じて、ま
た差別的に、例えば図５Ｂ及び図５Ｃで以下により詳細に説明するようにゾーン別に集光
器本体２２０を加熱する役目をするように、集光器本体２２０と冷却要素２３２の中間に
幾何学的に形成された表面２４２に例えば位置決めされた例えば加熱器要素ワイヤの断面
として概略的に示された加熱器要素２４０を示している。
【００４５】
　ここで図５及び図５Ｃを参照すると、例えばＣ１１０銅で形成された例えば銅基板から
製作され、かつ例えば継手（図示せず）で互いに蝋付けすることができる第１の薄いプレ
ート２５２と第２の厚いプレート２５４から形成することができる冷却要素／内部熱交換
器２３２のそれぞれ斜視図と斜視断面図が示されており、第２の厚いプレート２５４は、
半径方向の冷却ギャラリーに機械加工され、半径方向の冷却ギャラリーは、それぞれのギ
ャラリーの間に流体経路ができるように相互接続することができるが、必ずしも必要では
ない。蝋付け継手（図示せず）は、銅自体よりも強いものとすることができる。また、他
の形式の結合、例えば拡散接合が可能である。次に、組合せプレートアセンブリ２３２は
、例えば打抜き又はダイ圧下により、集光器本体２２０の裏側の全体的形状に合うような
適切な形状に形成するように成形することができる。
【００４６】
　Ｃ１１０は、３８８Ｗ／ｍＫの熱伝達率及び１０ｋｓｉの降伏応力を有するほぼ純粋な
銅であり、そのためにＣ１１０は、比較的延性を有し、かつ集光器本体２２０の後部側に
適合する形状に比較的容易に形成される。アセンブリにおいては、例えば、全ての真空湿
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式継手は、例えば一体性の高い蝋付け継手とすることができる。図５Ｂに示すように、こ
のように形成された冷却要素２３２は、半径方向に延びるセラミックスペーサ２４４上に
加熱器要素２４０、２４０’を取り付けるための構造を形成することができる。
【００４７】
　ここで図５Ｃを参照すると、本発明の実施形態の態様による集光器及び温度制御アセン
ブリ２２２が断面斜視等方図で示されている。温度制御アセンブリ２２２は、加熱器アセ
ンブリ２３８と共に、例えば、集光器本体２２０及び冷却要素２３２を含むことができる
。アセンブリ２２２は、図示のように、円形とすることができ、かつ、側壁取り付けリン
グ（図示せず）によってＬＰＰチャンバの側壁に取り付けることができる密封ブラケット
２６２を含むことができる。密封ブラケット２６２には、密封リング２６０上に密封フラ
ンジ２６４を受け止めるための円形密封スロット２６５がその中に形成されており、これ
らは、例えば、リチウム又は他のプラズマソース媒体材料、又は他のデブリが冷却要素２
３２の銅に到達しないようにシール、例えばラビリンスシールを互いに形成する役目をす
ることができる。
【００４８】
　密封リング２６０は、取り付けナット２７２によって取り付けリング２７０に取り付け
ることができる。取り付けリング２７０は、例えば、取り付けリングナット２７４によっ
て少なくとも１つの駆動レーザビーム入口通路２８２（図５Ｃでは図示せず）の終点に形
成された取り付けフランジ（図示せず）に取り付けることができる。駆動レーザビーム入
口通路２８２（図５Ｃでは図示せず）の終点での取り付けフランジ（図示せず）近くの密
封リング（図示せず）は、取り付けリング２７０上の環状棚部２７６と取り付けフランジ
（図示せず）との間で冷却要素２３２上の環状リング２３６を所定の位置に保持する役目
をすることができる。
【００４９】
　加熱器アセンブリは、離間した四分円グループを形成する加熱器要素２４０及び／又は
円形要素を形成する加熱器要素２４０’で形成することができる。要素２４０、２４０’
の各々は、配線（図示せず）を流れる電流で別々に作動され、望ましい差別的加熱、例え
ばゾーン別加熱を達成するようにコントローラ（図示せず）で制御される。セラミックス
ペーサ２４４は、加熱器要素２４０、２４０’を集光器本体２２０と冷却要素２３２の間
の空間に、かついずれとも接触しないように保つことができる。
【００５０】
　集光器本体２２０は、集光器本体２２０円周の周りに間隔の空いた複数の保持アセンブ
リによって所定の位置に保持され、かつ一対の圧縮ボールで形成された環状外側保持リン
グを有するように形成することができ、一対の圧縮ボールの一方は、例えば取り付けリン
グ２７０において、バネ２６８でバネ付勢されて集光器本体２２０を例えば密封リング２
６０と取り付けリング２７０の間の定位置に固く保持することができるが、集光器本体２
２０の比較的脆い、例えばガラス材料に過度に圧力を加えないものである。集光器４０光
学器械、例えば反射光学器械を形成する多層スタックは、環状保持リング２８８の内方に
離間した集光器本体２２０上に形成するか又は取り付けることができることが理解される
であろう。
【００５１】
　図５Ｂ及び図５Ｃに例示的に示す設計の利点の一部は、集光器４０本体２２０の高放射
率裏面の加熱が図５に示す設計で企図された加熱よりも効率的であると考えられる点であ
る。更に、赤外線に対する集光器４０光学器械の反射率は、光学器械がもしあっても、図
５Ａから図５Ｃで提案するようなアセンブリでは問題ではない。更に、ＬＰＰプラズマ形
成チャンバ６４からの冷却要素２３２の密封により、加熱器要素２４０、２４０’及び／
又は冷却要素２３２を例えばプラズマソース媒体金属、例えばリチウムから保護するとい
う問題が排除される。差別的に制御可能な加熱器要素、及び同心円的及び／又は半径方向
及び／又は方形配置のその位置決め、及び選択的な要素の通電は、必要に応じて集光器本
体２２０の加熱の均一性をより良好に制御し、並びに必要に応じて集光器４０のプラズマ
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生成側からの集光器本体２２０の差別的加熱に対して差別的に補正するように機能するこ
とができる。更に、加熱器要素２４０、２４０’は、ＥＵＶ光集光経路内の空間に関して
競合せず、また、例えばターゲット液滴分布及び／又は追跡、又はプラズマ形成追跡、又
は同様の器具及びサブシステムの配置を妨げるものでもない。また、アセンブリ２２２全
体は、オプトメカニカル構成要素をプラズマ形成チャンバ内の高温から遮蔽する役目をす
ることができる。
【００５２】
　本出願人は、例えば反射性多層コーティングとの熱膨張係数（ＣＴＥ）不適合の危険性
が低いと考えられるので、表２に示すような何らかの形態のＳｉＣが、集光器本体２２０
基板に対する特性の最良の混合を有する場合があると現在考えている。しかし、ＳｉＣは
、硬質材料であり、従って研磨には時間が掛かるが、それをＳｉ被覆及びダイヤモンド旋
盤に掛け、次に研磨することができる。しかし、例えば作製上の考慮により、Ｎｉ、例え
ば他のより軽量材料上のＮｉメッキ、Ｍｏ、Ｂｅ、又は未加工Ｓｉのような他の材料が有
用である場合がある。しかし、このような他の材料の一部又は全てでは、ＣＴＥの問題が
支配的になるであろう。
【００５３】
　図７から図９は、本発明の実施形態の態様によるＬＰＰのＥＵＶ光源集光器４０の熱管
理システムの設計に関係するグラフを示している。
　図６に示すような本発明の実施形態の態様によれば、ＬＰＰのＥＵＶ光源に対するター
ゲット照明のための放射源として使用されるＬＰＰ駆動レーザビーム５２は、真空チャン
バ６４内で使用することができると考えられる。このチャンバ６４は、例えばビーム５２
のためのウィンドウを有することができ、このウィンドウ２８４は、例えば望ましい開始
サイト３２を含むレーザターゲット相互作用ゾーンから遠く離れた位置に配置することが
できる。例えばＲｕ又はその他のような反射性金属で作られた集束光学器械３００、例え
ばグレージング入射光学器械３０２は、望ましいプラズマ開始サイト３２周りの相互作用
ゾーンの望ましいプラズマ開始領域（すなわち、望ましいサイト３２と異なるが、上述の
ように望ましいプラズマ開始領域内であれば、選択プラズマ開始サイト３０［図６Ａには
図示せず］を含む）上にビーム５２を集束させる役目をすることができる。集束光学器械
３００は、例えば、当業技術で示されているような入れ子状のそのような表面を含む集束
光学器械３００の表面、例えば楕円面３０２に沿った点にビーム５２の光線が入射するよ
うに、焦点がレンズ５４と集束光学器械５２の間にある集束レンズ５４をビーム５２が例
えば通った後にビーム５２を集束させることができる。従って、グレージング光学器械３
００表面３０２に到達する光は、集束レンズ５４とグレージング入射光学器械３００との
中間にある集束レンズ５４の焦点にある光源から来たように見えるであろう。また、グレ
ージング入射光学器械３００の代わりに、直角入射反射光学器械も使用することができる
。光学要素３０２は、楕円、双曲面、卵形、放物線、又は球形など、又はその組合せとす
ることができ、チャンバ６４の内側にある相互作用ゾーン内のプラズマ開始サイト３２、
３０にビーム５２をより良く集束させるように機能する。直径が約１ｍｍとすることがで
きる例えば分離壁３０４内の小さな開口を用いると、例えばターゲットデブリ材料及び他
のデブリ材料が集束レンズ５４に到達するのを阻止することができる。
　従って、本発明の実施形態の態様によれば、ＥＵＶ光集光光学器械の態様は、レーザ放
射線を例えば望ましいプラズマ開始サイト周りの望ましいプラズマ開始領域内の選択プラ
ズマ開始サイト３０に集束させるようになっている。こうして、加熱及び蒸発などの全て
の保護手法及び以下に説明するものを含む他のものは、この光学器械３００に対しても使
用することができる。
【００５４】
　図６Ｂに示す本発明の実施形態の態様によれば、反射体３００’シェルを形成する放物
線反射体表面３１０を使用してビーム５２を集束させることができる。図６Ｃに示すよう
に、表面の組合せを使用して、例えば、直列の楕円、又は放物面３２０続いて共焦及び同
軸放物面３２２の組合せを含む「Ｗｏｌｔｅｒ」反射体を使用して、集光器４０（図６Ａ
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から図６Ｄでは図示せず）の焦点付近に、すなわち、望ましいプラズマ開始領域内の選択
プラズマ開始サイトにビーム５２を集束させることができる。図６Ｄにおいては、ビーム
５２は、平坦又は曲面光学器械３３０を通過させて平坦又は曲面反射面３３２に当てて集
光器焦点３２で集束する。例えば、曲面光学器械３３０に対しては、例えば、平坦光学器
械反射面３３２が光学器械３３０の焦点と光学器械３３０自体の間にあり、平坦光学器械
３３２は、集光器焦点３２上に集束する。平坦光学器械３３２は、例えば円錐レーザビー
ム入力通路（図１２に示す）の一部とすることができる。
【００５５】
　ここで図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すると、それぞれ、図１０Ｂの断面線１０Ａに沿っ
た側面断面図、及び集光器４０のデブリ遮蔽体を有する集光器４０及びデブリ遮蔽体内の
箔セパレータ５００、５０２の正面図が概略的に示されている。一例として、集光器４０
は、回転軸に関して対称の楕円反射面を形成することができ、デブリ遮蔽体の箔セパレー
タ５００、５０２は、この楕円反射面の焦点３２の中間にある。箔セパレータ５００、５
０２は、例えば、本質的に集光器４０と残材遮蔽体の駆動レーザビーム開口部からデブリ
遮蔽体の半径範囲まで延びることができる交互する長い箔セパレータ５００と、例えば、
半径範囲から半径範囲の中間の位置まで延びる短い箔セパレータ５０２と、駆動レーザビ
ーム５２開口部とを含むことができる。薄い箔セパレータ５００は、同じくできるだけ薄
い短い箔シート５０２と共に、構造的にできるだけ薄い箔シートを含むことができ、すな
わち、焦点３２から集光器４０反射面まで、更に中間焦点４２までのＥＵＶ光線経路に整
列した光通路を形成することができる。長い箔セパレータ５００と短い箔セパレータ５０
２との混合は、例えば、構造的一体性又は箔シート５００、５０２のデブリ除去機能を著
しく落とすことなく光通路開口部を大きくする役目をすることができる。また、箔シート
は、複数の長さとすることができ、すなわち、短い箔自体を異なる長さとし、かつ介在す
る長い箔シートセパレータと共に何らかのパターンで回転軸に関して分布させるか、又は
代替的なランダムにそのように分布させることができることも企図されている。
【００５６】
　箔シート５００、５０２は、そうでなければ集光器４０に到達すると考えられる、ター
ゲット材料自体を有する化合物であるか否かを問わず例えばリチウムターゲット材料内に
導入された不純物の化合物を含むリチウム又は他のターゲット金属及び／又はその化合物
をメッキする役目をすることができることが理解されるであろう。また、箔シートセパレ
ータ５００、５０２は、他のデブリ緩和の影響を有することができる。更に別の到達材料
、例えばリチウム及びリチウムイオンは、箔セパレータシート５００、５０２から材料を
スパッタリングすることができる。集光器デブリ遮蔽体セパレータ箔シート５００、５０
２を加熱すると、セパレータ箔シート５００、５０２上のメッキ後にセパレータ箔シート
５００、５０２上にメッキされた材料の一部を蒸発させることができる。
【００５７】
　ＲＦコイル５１０は、デブリ遮蔽体と焦点３２のプラズマ開始との中間にプラズマ障壁
を形成し、例えば高速移動イオン及び／又は他の形態のデブリを例えば減速させて散乱さ
せ、そのためにこのようなイオン又はデブリは、最終的に箔シート５００、５０２上に堆
積する。例えば永久磁石又は電磁石とすることができるステアリング磁石５１２、５１４
により作り出された磁場は、例えばＬＰＰプラズマによって又はＲＦ誘導プラズマによっ
て生じたイオンをデブリ遮蔽体の区域の前に及び／又はその区域内に誘導され、集光器４
０及びその敏感な多層反射面から遠ざける役目をすることができる。
【００５８】
　ここで図１１を参照すると、例示的なＥＵＶエネルギ検出システム及び集光器効率計測
システムが概略的に横断面で示されており、これらは、例えばシャッタ５２０の作動によ
り、望ましいプラズマ開始サイト３２周りの望ましいプラズマ開始領域内のプラズマ開始
サイトで例えば始まるＥＵＶ光に例えば間欠的に露光させることができるＥＵＶ基準測定
アーム５１８内のＥＵＶ電力検出器（電力計）１６２’を含むことができる。また、ＥＵ
Ｖ光集光器効率計測システムの一部は、チャンバ６４内で集光器４０（図１１では図示せ
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ず）からの光通路を著しく阻止しないような場所に配置されるが、例えば集光器４０上の
実際の多層反射面と比較的同じ量でプラズマデブリを受けるように位置決めされ、例えば
、同じ材料で作られた例えば集光器サンプル５３０とすることができる。集光器サンプル
５３０はまた、実際の集光器４０反射面を保護し、及び／又は実際の集光器４０反射面の
ものに対するデブリ露光の差異に対処する何らかの方法で較正するために実施された同じ
保護をそれがもしあれば模擬する方法でデブリから保護することができる。
【００５９】
　集光器効率計測システムは、例えばシャッタ５２０を開き、同時にＥＵＶ測定アーム５
２２端部のＥＵＶ電力計１６２’’を読み取ることにより、ＥＵＶ基準測定アーム５１８
内のＥＵＶ電力計１６２’をプラズマ開始サイト３２でプラズマから発するＥＵＶに露光
させることによって作動させることができることが理解されるであろう。これは、例えば
、プラズマ開始サイト３２で生成されたＥＵＶと集光器サンプル５３０から検出器１６２
’’に反射されたＥＵＶとの間の差異を与えることができる。これは、集光器自体が反射
する光の量が集光器４０反射面に到達するプラズマ開始サイトから放出された光の全てよ
りも少ないのと同様に、例えば集光器サンプル５３０上の多重反射コーティングの反射率
損失により初めから異なる値である場合がある。しかし、時間と共に、この差異の変化は
、集光器４０の作動、例えばそこでのデブリ形成の悪影響を反映する場合がある。これを
利用すると、例えばＥＵＶ検出器１６２’及び１６２’’で感知されたＥＵＶ光間の差異
の経時的な変化から、例えば集光器４０性能により、例えばＩＦで又はリソグラフィツー
ル内で受け取られたＥＵＶにより、システム全体の計量測定の他の面を較正することがで
きる。また、それぞれのターゲット、例えばそれぞれのターゲット２０を照射する例えば
駆動レーザタイミング間違いを検出する目的でプラズマ開始サイト３２、３０で生成され
たＥＵＶエネルギの例えば幾何学的均衡を検出するために、検出器１６２’は、上述のよ
うに、図１に示す検出器１６２のアレイの一部の役目をすることが理解されるであろう。
【００６０】
　ここで図１２を参照すると、例えば、駆動レーザ集束光学器械を保護する１つの形態の
デブリ管理システムが概略的に横断面で示されており、これは、例えば駆動レーザビーム
入力通路２８２内の駆動レーザ入力ウィンドウ５４を形成することができる。駆動ビーム
入力通路２８２は、それを取り囲んで、ＥＵＶプラズマ開始サイト３２に向かって一端に
プラズマ形成機構、例えばプラズマ形成ＲＦコイル５４０を有することができ、これは、
作動中に、レーザビーム入力通路２８２を例えば集光器の駆動レーザビーム開口部を通じ
てレーザビーム入力通路２８２に入るデブリ、例えばプラズマソース媒体、例えばターゲ
ット金属、原子、及び／又はイオン、例えばリチウム及びリチウム化合物及びリチウム不
純物化合物、原子、及び／又はイオンを例えばイオン化又は更にイオン化する役目をする
ことができる。ＥＵＶプラズマ開始サイトで形成され、及び／又はＲＦコイル５４０によ
ってレーザビーム通路２８２内に形成されたプラズマ開始ＲＦ場で形成又は更に通電され
たイオンは、次に、ステアリング磁石５５０によって誘導することができる。また、コイ
ル５４０によって形成されたＲＦ場は、ＥＵＶプラズマ開始領域から通路２８２に入るイ
オンを減速する役目をする。ステアリング磁石５５０は、レーザビーム入力通路２８２内
のプラズマを曲げて、ある一定の角度で例えばレーザビーム入力通路２８２に直交して延
びるデブリトラップ５２３に入れるステアリング磁場を形成することができる。そのよう
に誘導されたデブリの流れは、例えば、何らかの電圧－Ｕまで負に帯電してデブリの流れ
５３４に含まれたデブリ材料をメッキすることができる帯電板５５２に入射することがで
きる。
【００６１】
　例えば、ウィンドウ／レンズ５４によって形成された光学器械の保護を更に高めるのは
、駆動レーザ入口通路２８２を通じたパージガス入口５６０からパージガス出口５６２ま
でのパージガス、例えばヘリウムの流れであろう。代替的に、パージガスは、図１２に例
示的に示すように、パージガス入口５６０の代わりに又はパージガス入口５６０に加えて
、円錐レーザビーム入口管５７０を通じてパージガスをチャンバ６４に排気することがで
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きる。
【００６２】
　ここで図１３を参照すると、例えば、駆動レーザ入口通路２８２のウィンドウ／レンズ
５４の保護のための別の形式のデブリ管理システムが概略的に横断面で示されている。図
１３のこのシステムは、駆動レーザ入力通路２８２内で例えば駆動レーザ集束レンズ３０
０に向かう途中に駆動レーザビーム５２を集束させることができる開口５８２を有する例
えば遮蔽板を含むことができ、パージガス入口５６０は、遮蔽板５８０の駆動レーザビー
ム入力側にあり、パージガス出口５６２は、遮蔽板５８０の集光器４０側にある。また、
図１３のシステムは、ＥＵＶプラズマ開始領域から通路に入るイオンを減速させる役目を
することができ、例えば、ＲＦコイル５４０を含むことができる。
【００６３】
　駆動レーザ入力通路２８２内のプラズマ集束光学器械３００は、例えば図１２の実施形
態では駆動レーザ入口通路２８２のＥＵＶプラズマ開始端と光学器械５４との間は３００
ｍｍであるのに対して、より長い駆動レーザ入力通路、例えば駆動レーザ入口通路２８２
のＥＵＶプラズマ開始端と遮蔽板５８０の間で１０００ｍｍを可能にするように、例えば
駆動レーザビーム５２をターゲットプラズマ開始サイト３２に再集束させる役目をするこ
とができることが理解されるであろう。これは、例えば、駆動レーザビーム入口通路２８
２のＥＵＶプラズマ開始サイト３２端と遮蔽板５８０の間でのデブリのより多くの消散及
び収集を可能にすることができ、少なくともデブリが開口５８２で最小に維持され、開口
５８２を通るデブリの通過を阻止して開口５８２を通るパージガスの流れを促進する。開
口５８２は、約１ｍｍの開口部を有し、かつ光学器械５４の焦点に配置することができる
。次に、レーザビーム５６は、光学器械５４によって開口５８２のオリフィスの近くの焦
点５９０に集束させられる。次に、ミラー３０２は、ビーム５４をプラズマ開始サイト３
２に再集束させる。駆動レーザ入口通路２８２の側壁は、負の電圧に維持することができ
、及び／又は磁場を利用してデブリが通路２８２のＥＵＶプラズマ開始サイト端と遮蔽板
５８０との中間にある駆動レーザ入口通路２８２の内部壁に流れて堆積するのを容易にす
ることができる。
【００６４】
　駆動レーザ集束光学器械３００はまた、コイル５４０からのあらゆるＲＦ加熱に加えて
、電気接続部（図示せず）によって電気的に加熱することができ、グレージング入射角で
さえもＥＵＶではなく、例えば駆動レーザビーム５２のＤＵＶに対して反射性であるから
、ＥＵＶ又はデブリを開口５８０に再度集束させない。レーザ集束光学器械３００は、金
属ミラー３０２を有することができる。
　以上により、本発明の態様を説明した。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施形態の態様の概略図である。
【図２】図１に概略図で示す本発明の態様の側面図である。
【図３】図１及び図２に示す本発明の実施形態の態様の概略図の更に別の詳細を示す図で
ある。
【図３Ａ】本発明の実施形態の態様によるＥＵＶ方法システムのブロック図である。
【図４】本発明の実施形態の態様による原位置リチウム純化システムの概略図である。
【図５】本発明の実施形態による集光器の実施形態の態様を示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態の態様による図５の変形を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態の態様による図５の変形を示す図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態の態様による図５の変形を示す図である。
【図６Ａ】本発明の実施形態の態様によるＬＰＰのＥＵＶシステムの実施形態の更に別の
態様を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の実施形態の態様によるＬＰＰのＥＵＶシステムの実施形態の更に別の
態様を示す図である。
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【図６Ｃ】本発明の実施形態の態様によるＬＰＰのＥＵＶシステムの実施形態の更に別の
態様を示す図である。
【図６Ｄ】本発明の実施形態の態様によるＬＰＰのＥＵＶシステムの実施形態の更に別の
態様を示す図である。
【図７】４５０ｍｍ（５πｓｒ集光角度）と２５０ｍｍ（２πｓｒ集光角度）の集光器直
径に関する照明器入力立体角の関数としての本発明の態様によるレーザ生成プラズマと中
間焦点の間の距離関係の図である。
【図８】Ｗ／ｃｍ2の熱負荷と５πｓｒ集光器に対する集光器ミラー直径との間の関係、
及び地球上に入射する太陽放射線、すなわち、≒１４Ｗ／ｃｍ2からの概算熱負荷との比
較の図である。
【図９】４００℃及び５００℃でのミラー直径の関数としての放射率の図である。
【図１０Ａ】本発明の実施形態の態様による３次元物理的デブリ遮蔽体を有する集光器の
概略図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態の態様による３次元物理的デブリ遮蔽体を有する集光器の
概略図である。
【図１１】本発明の実施形態の態様による方法システムの概略横断面図である。
【図１２】本発明の実施形態の態様によるデブリからシステム光学器械を保護するための
機器及び方法の概略横断面図である。
【図１３】本発明の実施形態の態様による図１２のものに対する代替的な実施形態の概略
横断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　３２　望ましいプラズマ開始サイト
　９２　ターゲットストリーム
　１０４、１０６　円筒形レンズ
　１０８　レーザビーム
　１１０、１１２　集束レンズ
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